
号

外

一�
平

成
十
九
年
十
一
月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

規

則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
一
号

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐

阜
県
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

乗
じ
て
得
た
額
、
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る

法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号)

第
五
条｣

を｢

、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

育
児
休
業
法｣

と
い
う
。)

第
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を

し
て
い
る
職
員(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等｣

と
い
う
。)

に
あ
つ
て
は
そ

の
額
に
岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て｢

育
児
休
業
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
八
条(

育
児
休
業
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

を
、
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八

号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項｣

に
、｢

任
期
付

短
時
間
勤
務
職
員｣

を｢
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
等｣

に
、｢

第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
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日
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発
行

(

休
日
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当
た
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翌
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平
成
十
九
年
十
一
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一
日



対
策
の
推
進
そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら

保
対
策
の
推
進
そ
の
他
特
に
命
ぜ

対
策
の
推
進
そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら

ぎ
ふ
ブ

ラ
ン
ド

振
興
課

地
場
産
業
対

策
監

一
人

上
司
の
命
を
受
け
、
地
場
産
業
の
振
興
に
関
し
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

看
護
企
画
監

医
師
確
保
対

策
監

看
護
企
画
監

一
人

一
人

一
人

上
司
の
命
を
受
け
、
看
護
師

れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
医
師
確

ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
看
護
師

れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項｣

を｢

第
三
十
一
条
第
三
項(

育
児
休
業
条
例
第
二

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項｣

に
、｢

乗
じ
て
得
た
額
と
し
そ
の｣

を｢

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ

て
得
た
額
と
し
、
そ
の｣

に
、｢

(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

を｢(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
育

児
短
時
間
勤
務
職
員
等｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
改
正)

２

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
一
項
中｢

乗
じ
て
得
た
額
と
し｣

を｢
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢
育
児
休
業
法｣

と
い
う
。)

第
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を

し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
四
年
岐

阜
県
条
例
第
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

育
児
休
業
条
例｣
と
い
う
。)

第
十
八
条(

育
児
休

業
条
例
第
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本

文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を｣

に
、｢

乗
じ
て
得
た
額)｣

を｢
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て

得
た
額)｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
二
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

｢

第
二
十
六
条
の
表
医
療
整
備
課
の
部
中｢を

｣

に
改
め
、
同
表
産
業
政
策
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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